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急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化により、中小企業の雇用維持・創業支援、障害者・高齢者の就労支援等のため、次の助成制度の創設・拡充が図られました。

１　中小企業緊急雇用安定助成金の創設

　従来の雇用調整助成金制度を見直し、企業収益の悪化から生産量が減少し、休業、教育訓練、出向による雇用維持に取組む中小企業を支援するために創設されました。

　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
　※　中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件・対象労働者が変更になりました

　　　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1219-5b.pdf
２　雇用調整助成金

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。　

詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
※　第２次補正予算を受け、支給要件が一部緩和されました。

詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1b.pdf
　　

　　※　雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準】

職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば幅広く認められます。　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
　　※　雇用調整助成金制度が変わりました。

　　　　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf
３　高年齢者雇用開発特別奨励金の創設

　雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を平成20年12月以降、ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して助成されます。

　詳細はhttp://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics203.pdf
４　特定求職者雇用開発助成金による中小企業の障害者雇入れ支援の拡充

　中小企業事業主を対象に、平成20年12月以降の雇入れから、支給期間並びに支給額を拡充。
詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
５　介護未経験者確保等助成金の創設

　介護サービスに従事する者として、介護関係業務の未経験者（新規学卒者を除く）を雇用保険一般被保険者として雇入れた場合に助成されます。

　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/44.pdf
６　介護労働者設備等整備モデル奨励金
　介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器（移動用リフト等）について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の１／２を助成（上限250万まで）します。
詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/45.pdf
７　試行雇用（トライアル雇用）奨励金の拡充

　トライアル雇用の対象労働者（中高年齢者及び若年者等）の年齢要件が拡充されました。
　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
８　労働移動支援助成金（求職活動等支援給付金（職場体験講習受講者雇入れ））

再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-2.html
９　離職者住居支援給付金（労働移動支援助成金）（ＮＥＷ）
　やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成されます。

詳細は
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/2120D91D-120A-44D1-9554-F18C986B755E/0/juukyoshienkyuuhukin.pdf
１０　派遣労働者雇用安定化特別奨励金（ＮＥＷ）
　いわゆる「２００９年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、派遣労働者を直接雇い入れる場合に奨励金の対象となります。
　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
１１　若年者等正規雇用安定化特別奨励金（ＮＥＷ）
　「年長フリーター及び３０代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
１２　中小企業子育て支援助成金の拡充（ＮＥＷ）
　中小企業子育て支援助成金制度が拡充されました。会社に初めて育児休業取得者又は短時間勤務利用者がでた場合、5人目まで支給されます。

　詳細はhttp://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics116.pdf
１３　キャリア形成促進助成金の改正
　企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。
　詳細はhttp://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0209.html
　※問い合せは雇用・能力開発機構都道府県センターになります。

１４　残業削減雇用維持奨励金（ＮＥＷ）
　事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成します。

　詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/syourei.pdf
１５　地域雇用開発助成金（ＮＥＷ）
　地域において雇用開発に取り組んでいただく雇用保険の適用事業の事業主の方に地域雇用開発助成金が支給されます。

詳細はhttp://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics229.pdf
１６　中小企業定年引上げ等奨励金（ＮＥＷ）
　「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」または「65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度（65歳安定継続雇用制度）」を導入した中小企業事業主に対し、導入した制度に応じて一定額が支給されます。

また、勤務時間の多様化の措置（高齢短時間制度）を併せて講じた場合には、加算金が支給されます。

詳細はhttp://www.ks-hokkaido.or.jp/support/advanced.html
１７　高年齢者等共同就業機会創出助成金（ＮＥＷ）
　45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成するものです。

　詳細はhttp://www.ks-hokkaido.or.jp/support/advanced.html
上記助成金に関する詳細・問い合せは

北海道労働局　雇用助成金さっぽろセンター　　℡011-709-2311（内線3685）
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またはお近くのハローワークまで。
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ハローワーク千歳　電話0123-24-2177


